
①人手不足である介護・警備・運輸・建設の職種と

して本市の事業所に就職した方

②週２０時間以上の勤務条件で、無期雇用契約又は

６か月以上の有期雇用契約を締結した方

③令和３年９月３０日までの間に就業を開始した方

④本市に住民票を有し、市税滞納のない方

※新卒の方や、３か月以内に同様の職種を自己都合により退職した方

は対象外です。

ほかにも要件がありますので、詳細はホームページをご確認ください。

交付対象者

申請方法

就業開始日の翌月末日までに申請してください。（消印有効）

申請様式は、熊本市ホームページからダウンロードしてください。

https://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/Detail.aspx?c_id=5&id=33460

感染症拡大防止の観点から、郵送での提出にご協力をお願いします。

定 員 ４００人

熊本市特定分野緊急就職促進事業「就職奨励金」のご案内

新型コロナウイルス感染拡大により失業者の増加が懸念される一方、介護・警

備・運輸・建設分野においては依然として人手不足であることから、これらの分

野へ新たに就職した方に対して「熊本市特定分野緊急就職奨励金」を交付します。

就業開始時 ５万円

就業開始後３か月継続時 ５万円

就業開始後６か月継続時 ５万円 (合計最大１５万円)

【お問合わせ先・申請先】
〒860－8601 熊本市中央区手取本町１番１号
熊本市経済政策課しごとづくり推進室 就職奨励金係
電話：０９６－３２８－２３７１
受付時間：平日 午前８時３０分 から 午後５時１５分 まで
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失業者・求職者の方へ

R3.5.13

※予算の上限に達し次第、受付を締め切ります。


